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与論島の島是「誠」

個性が輝き 島が輝く 誠の教育誠風

✿教育委員会活動報告✿ ✿主な行事予定✿

与論町教育委員会 教育長 中山 義和

令和８年度は，「個性が輝き 島が輝く 誠の教育」～最南端は最先端～をキャッチフレーズに，各学校の自

主的な教育活動の支援と最先端の教育の具現化と発信に努めて参ります。

① 町内小中学校の児童生徒の学校給食費を完全無償化（国県補助＋町補助）にします。

② 海洋教育科「ゆんぬ学」～島立ちの力～の推進・拡充を推進していきます。

③ デジタルの強みを活かし個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実を図ります。

④ 家庭学習等，親子の様々な悩み全般に寄り添い，全力でサポートしていきます。

⑤ 特別支援教育の充実とインクルーシブ教育の推進を図ります。

⑥ 予防歯科に関する指導を充実し，生涯にわたる口の健康を守る態度を育てていきます。

⑦ 新学校給食センター整備は，設計施工一括発注方式により事業者を決定します。

⑧ 中学校の部活動の地域展開の在り方を検討し，一層の充実を目指します。

⑨ 中学校体育館屋根の補修等，各学校の施設整備を順次進めてまいります。

⑩ 大島地区駅伝大会の企画運営をはじめ，スポーツ振興の充実・拡充に努めます。

⑪ 与論城跡保存活動計画の策定と文化財の台帳整備と保管環境の改善を図ります。

✿新年度のご挨拶✿

✿令和７年度子ども会花壇コンクール✿

与論町教育委員会及び与論町子ども会育成連絡協議会主催による子ども会花壇コンクールが行われました。本コ

ンクールは，島の子どもたちが花を育て愛し親しむことで豊かな心とボランティア精神を養うとともに，町民憲章

の『わたくしたちは自然を愛し，花と緑の美しいまちをつくります。』の具現化に努めることを目的に，去る２月

１７日（火）～２月２３日（月）までを審査期間とし，分散審査にて実施されました。

１４子ども会が参加し，よく手入れされたアイデアや工夫の溢れる花壇を披露することができました。花と緑の

美しいまちづくりに協力し頑張ってくださった子ども会の皆さん，ありがとうございました。

【 審査結果 】

金賞：那間第２子ども会

銀賞：立長２班子ども会

銅賞：西区子ども会

努力賞：那間第１子ども会

東区２班子ども会

＜那間第２子ども会＞ ＜立長２班子ども会＞ ＜西区子ども会＞

✿ 夕方の帰宅放送のご紹介 ✿

小学生 ： 与論小学校６年 山下 朝輝さん ・ 長尾 紬さん

大 人 ： 大田 カツ子 様 ～心あたたまる放送ありがとうございます～

定例会 ３月４日（水）開催

・当面する諸問題（行事予定等）について

・通学路安全推進会議結果報告ついて

・与論城跡保存活用計画策定委員会設置要綱の制定について

・与論町業務量管理・健康確保措置実施計画について

・不登校児童生徒の出席や成績評価の取扱いについて

・『誠風第328号』の発行について

・令和８年度学校医等の委嘱について

・令和７年度教育委員会活動報告の点検・評価報告書について

・「家庭学習相談」について・生徒指導月例報告について

４月 ８日（水）１学期始業式( 小・中)・定例教育委員会

４月 ９日（木）小学校・中学校入学式

５月１３日（水）定例教育委員会

５月１４日（木）小学校集団体験学習（～１５日）

５月１８日（月）中学校修学旅行（～２１日）

５月１９日（火）町教委学校訪問（那間小学校）

５月２１日（木）町教委学校訪問（茶花小学校）

５月１９日（火）町教委学校訪問（那間小学校）

５月２６日（火）小学校修学旅行（～２８日）

５月２９日（金）町教委学校訪問（与論・茶花こども園）



・「家庭学習相談」について・生徒指導月例報告について ５月２９日（金）町教委学校訪問（与論・茶花こども園）

小学校の情緒通級指導教室を開設しました

学校給食完全無償化

これまで本町内の小中学校の児童・生徒の学校給食費につきましては，町から約４割の補助を行い給食費

負担軽減を図ってきました。令和８年度学校給食費につきましては，国の公立小学校給食費無償化事業や

町独自の給食費無償化の取り組みにより，本町内のすべての小中学校の児童・生徒の

学校給食費が完全無償化となりましたことをお知らせいたします。

全国的な実態として，どの学校においても多様な個性や特性を有する児童生徒が増えており，35人学

級において学習面や行動面で著しい困難を示す児童生徒が3.6人（10.4％）と言われております。本町で

も困り感のある児童生徒に寄り添い，特に小学生の早い段階での支援を強化するために，令和８年４月

に，情緒通級指導教室を開設しました。

「情緒通級指導教室」とは？

お子さんの特性に応じて困り感を軽減し，力を伸ばします

子供の特性はそれぞれで，得意なことや苦手なことも違うため，学び方も子供によって様々です。中に

は，友達とのコミュニケーションや気持ちをコントロールするのが苦手な子もいます。

情緒通級指導教室では，在籍している学級での学習や生活をより充実していけるように一人一人の特性

に応じた指導や支援を実施します。

設置する学校

与論町立茶花小学校を拠点とします。

（与論小学校，那間小学校には，担当教諭が巡回しますので，現在在籍している学校で指導を受けます。）

対象となる児童

学校・社会生活を送るうえで，通常の学級の指導に合わせて個に応じた指導を必要とする困り感（コ

ミュニケーション能力や生活・学習環境への適応に不安がある等）を抱えている児童。

指導の内容

児童の個性や要望に合わせて目標を立てます。

【例】自分のことをよく知るための課題への取組

・ 自分の得意なところを磨く ・ 自分にあった学習の仕方を学ぶ

・ 困ったときにどうすればよいかを学ぶ ・ 自分の考えや気持ちの伝え方を学ぶ

指導の実施期間

授業の一部を振り替えて，「45分×週１～２回」を目安に実施。

利用までの流れについて ※特別支援学級に在籍している場合は利用できません

学校の特別支援教育コー

ディネーターに相談

学校の教育支援委員会や町の教育支援

委員会で必要性などを協議
通級開始

「利用してみたい」「話を聞いてみたい」という方は学校や教育委員会にご連絡ください。

（与論町教育委員会：0997-97-2441 担当：宮田）


